
「いしのまきＮＮ通信」は，石巻地域の農業農村整備事業に関連する活動等を広くお知らせすることを目的に，年３回程度発行して
います。掲載希望の情報等がありましたら農村振興班までご一報ください。今後ともよろしくお願いします。 
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第３０号 

発行日 平成２７年 ３月２４日 

トヤケ森から望む石巻管内の風景 

第３０号の目次： 

奥松島（洲崎・東名）地域  
営農再開実証プロジェクト   
報告会 

１ 

大新筒排水機場の復旧完了
に伴う試運転 

２ 

東部管内の農地・農業用施
設等の復旧・復興の進捗 

３ 

「石巻圏域の農業農村整備
2015-2016」の発行 

４ 

東松島市 奥松島（東名・洲崎）地域 
営農再開実証プロジェクト報告会の開催 

 平成２６年１２月１７日，東松島

市小野市民センターにて奥松島（東

名・洲崎）地域営農再開実証プロ

ジェクト報告会が開催されました。 

 東日本大震災の影響で長期間水没

していた東名・洲崎地域では，干陸

化を完了した農地の一部で営農再開

に向けた水稲・ソバの試験栽培が行

われており，その試験結果について

の報告が行われました。 

 水稲については，塩害の影響もな

く，１０ａ当たり５０５ｋｇの米が

収穫されました。 

 ソバについては，除塩回数等の条

件別に６箇所の試験田を設置した結

果，一部で塩害・湿害の発生も見ら

れましたが，今後の復旧計画に有効

な試験結果が得られました。 

 報告会では，東名・洲崎地域の試

験田で収穫された米とソバ，同じく

試験栽培を行っている東松島市宮戸

地域で収穫されたネギやサツマイモ

の試食が行われました。 

 東名・洲崎地域の本格的な営農再

開は平成２８年度からを予定してお

り，今回得られた結果は平成２７年

度の更なる試験に活用されます。 

▲プロジェクト報告会の様子 

▲収穫された試験栽培作物の試食 
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大新筒排水機場 復旧工事完了に伴う試運転 

 平成２７年３月１９日，東日本大震災によって被

災し，復旧の進められていた大新筒排水機場で工事

が完了し，石巻市蛇田土地改良区によって試運転が

行われました。 

 大新筒排水機場は，石巻市蛇田地区の旧北上川沿

いに位置し，同じく蛇田地区に存在する蛇田排水機

場と共に蛇田地区からの雨水，生活排水，農業排水

などを排水していましたが，東日本大震災によって

旧北上川から海水が流入し，電気設備等の浸水や地

盤沈下による吐出水槽の沈下などの被害を受けまし

た。 

 被災直後に応急復旧が行われ，必要最小限の排水

機能を復旧して稼働していましたが，平成２５年 

１０月から本格的な復旧工事が開始し，平成２７年

３月に復旧を完了しました。 

石巻市蛇田地区 排水機場位置図 

大新筒排水機場 

蛇田排水機場 

▲平成２３年４月４日 浸水直後の排水ポンプ ▲平成２７年３月４日 更新された排水ポンプ 

▲平成２７年３月１９日 排水機の試運転の様子 ▲平成２７年３月１９日 吐出水槽の確認の様子 

浸水した高さ 
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東部管内の農地・農業用施設等の復旧・復興の進捗 
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 宮城県では，東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧・復興のロードマップを見直し，平成２７年

３月１２日に新たなロードマップを公表しました。うち，東部管内については以下の通りです。 

復興の行程と進捗状況 

 宮城県が平成２７年３月１２日に発表した「農地・農業用施設等の復旧・復興のロードマップ」は， 

他事業との調整や関係者との調整，入札不調への対応による工事の完了目標を見直しており，東部管内では，

下記のとおり，農地の完了目標を平成３０年度に実施する計画として見直しています。管内の農地で復旧対

策が必要な全体面積は３，４８０ｈａであり，平成２７年２月末までに３，１５７ｈａで復旧工事に着手し，

着手率は約９１％となっています。復旧工事に着手した面積のうち，２，８０４ｈａで工事が完成し，完了

率は約８１％となっています。 

 また，震災による津波で被害を受けた農業用施設（排水機場）は２７施設で，現時点では，そのうちの 

２４施設で着手し，着手率は約８９％となっています。復旧工事に着手した施設のうち，１８施設で工事が

完成し，完了率は約６７％となっています。なお，応急復旧により，従前と比較し，約９割の排水能力を回

復しています。 

復旧・復興の概要 

 東日本大震災に係る津波による災害に対処し，早期営農再開を図るため，東部地方振興事務所では管内の

被災市及び土地改良区からの要請を踏まえた計６４５件の災害査定を受け，３７６億円の復旧事業費が決定

しました。また，国は，東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律（平成２３年５月２

日法律第４３号）を施行し，農林水産省が直轄で２地区において事業を行っています。 

■管内の災害復旧・復興のロードマップ ■管内の主な事業の進捗状況 平成２７年２月末現在 

本資料は，県が公表した「東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧復興のロード

マップ見直しについて（H27.3.12）」のうち，東部管内分を表記している。 

  ※１ 農地復旧面積には自力復旧，復興事業による転用などの面積を含む。 

  ※２ 農業用施設については受益面積１０ｈａ以上の排水機場とし，国が直轄で行う 

      ２地区（河南地区，定川地区）を除く。 

事 業 名 地区名 受益面積（ha） 総事業費（百万円） 備考 

直轄災害復旧事業 河南 ４，９５０ ５３５ 施設 

直轄特定災害復旧事業 定川 ６３５ ２，７７５ 施設 

■管内の国直轄事業の概要 
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「石巻圏域の農業農村整備2015-2016」を作成しました 

〒986-0812 石巻市東中里１丁目4-32 

Tel 0225(95)1411 （内）489  Fax 0225(96)4880 
E-mail  et-ss-nos@pref.miyagi.jp 
URL  http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-sgsin-ns/ 

一日も早い災害復旧と 
        地域復興をめざして 

宮城県東部地方振興事務所 農業農村整備部 
                （編集：農村振興班） 

 当事務所では，２年毎に「石巻圏域の農業農村整備」と題し，管内の農業農村整備事業等を紹介したパン

フレット作成しています。 

 今年度は，２０１５・２０１６年度のパンフレットを作成し，発行することとなりました。 

 今回のパンフレットは「復旧から再生へ」の副題のとおり，「みやぎの農業・農村復興計画」に示される

「復旧期（２０１１～２０１３）」を終え「再生期（２０１４～２０１７）」を迎えたことを意識し，東日

本大震災の農地・農業用施設等の被害概要や復旧・復興の概要，復興の工程と進捗状況等の内容を記載して

います。 

 また，「農地・農業用施設の復旧復興のロードマップ」の見直しに合わせ，農地災害復旧事業の施工年次

計画の位置図も更新されています。 

 各関係機関に配布しますが，追加で必要な場合等は当部までご連絡ください。 


